
⑤住民税の税額控除
（翌年度）

納税者（寄附者）

　与謝野町に寄附をされたＡさん（夫婦＋子供２人、年収７００万円）
　個人住民税所得割額３０万円の場合

①与謝野町に寄附

②受領書

与謝野町（地方公共団体）

与謝野町に寄附（30,000円）

控除対象外
2,000円
寄附者の負担
になります。

所得税の還付
3,300円

住民税の税額控除　29,700円
（翌年度の住民税から差し引かれます）
（基本控除　3,300円　特別控除　26,400円）

ふるさと納税の仕組み（イメージ）

住所地の市区町村

最寄の税務署
または住所地の市区町村

③受領書を添付して
　確定申告

④所得税の還付

与謝野町に寄附（35,000円）


